
事業計画が採択された事業者は、練馬区から支援を
受けることができます！

・開店経費支援金 100万円

・店舗改修費 100万円（上限）

・店舗賃借料 月額 5万円（上限）

※ 採択された事業者には店舗貸借料の補助など、令和６年度以降の継続的な支援も検討しています。

支援内容

子どもの笑顔と思い出を育む

“きらきらタウン”

Google Earth
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

栄町本通り商店街振興組合（江古田ゆうゆう
ロード）で空き店舗を活用した出店事業者を
募集します！

（令和５年度 栄町本通り商店街振興組合「空き店舗活用商店街支援事業」）



・栄町本通り商店街振興組合が商店街地区内の空き店舗を活用して出店する事業者を誘致

し、商店街の活性化および商店会への加入促進を図る事業です。

・出店予定者には、事業計画書等の申請書類をご提出いただき、審査の結果、採択された

事業者には出店に係る店舗改修費用等を支援します。

・事業者への支援を通じ、開店後も商店街内での安定した事業経営に繋げます。

栄町本通り商店街振興組合（江古田ゆうゆうロード）は、今回の事業をきっかけに商

店会が目指す将来的な方向性（商店会ビジョン）を作成しました。

事業概要

栄町本通り商店街振興組合が目指す姿（商店会ビジョン）

求める事業者

子どもの笑顔であふれ、思い出を刻める「コト消費の空間」を提
供する商店街を目指します

※コト消費とは・・・・
モノ（商品）の品質や機能ではなく、コト（体験・経験）に価値を見出す消費行動を指します。

・「商店会ビジョン（子どもの笑顔と思い出を育む“きらきらタウン”）」に寄与する

事業者

・商店会活動への積極的な参加を通じ、商店街の活性化や地域の貢献に寄与する事業者

・商店会の将来を担う意欲を持った事業者

・商店会にとってよりよい変化をもたらす事業者

※以上は求める事業者の一例です。

商店会は、このような事業者の方をお待ちしております！



・募集期間
令和５年５月１日（月）～令和６年１月31日（水）
※但し区の予算上限に達し次第、募集を終了する可能性が
ございますので、事前にお問い合わせください。

・申請方法

以下の応募書類を練馬区役所商工観光課商工係までご郵送ください。

また、必要な様式は本ホームページからダウンロード（または印刷）してください。

① 事業採択申請書

② 事業・資金計画書

③ 店舗改修に係る見積書

④ 店舗見取り図（坪数・間取り等が分かるもの）

※特段様式の指定はありません。不動産管理会社のチラシやホームページの

掲載情報を印刷したものでも構いません

⑤ 住民税の納付を確認する書類

※法人の申請者は法人住民税納税証明書、個人の申請者は住民税納税証明書

または非課税証明書（いずれも発行後３か月以内のもの）

⑥ 賃貸借契約書または契約の内諾を確認できる書類

【書類提出先】

〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1 

練馬区役所 商工観光課商工係 空き店舗担当

応募にあたっては、注意事項や事業の流れについて商店街ホームページ掲載の

「令和５年度空き店舗活用商店街支援事業に係る出店事業者募集要領」を必ず

ご確認のうえ、ご応募ください。

募集期間・応募方法

※本ホームページ掲載の様式を使用してください。



募集要領・申請様式

・令和５年度空き店舗活用商店街支援事業募集要領

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/01_r5_youkou.pdf

・事業採択申請書.doc 

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/02_r5_shinsei.doc

・（作成時の注意点）事業採択申請書.pdf

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/03_r5_shinsei_rei.pdf

・事業・資金計画書.xlsx 

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/04_r5_shikin.xlsx

・（作成時の注意点）事業・資金計画書.pdf

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/05_r5_shikin_rei.pdf

・商店会ビジョン（概要）.pdf

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/06_r5_vision.pdf

※応募にあたっては、必ず募集要領もご確認ください。

インターネット環境によって各種書類がダウンロードできない場合がございます。

お手数ですが ekodauuroad@gmail.com 宛に「空き店舗事業申請書類希望メール」を頂ければ、添付にて

ご案内申し上げます。

商店街マップ（商店街街区確認用）

・下記リンク先（練馬区役所ホームページ）にて商店街地区（エリア）を御確認くだ
さい。

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/n_shotengai/sakaetyoushoutennga
i.html

http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/01_r5_youkou.pdf
http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/02_r5_shinsei.doc
http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/03_r5_shinsei_rei.pdf
http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/04_r5_shikin.xlsx
http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/05_r5_shikin_rei.pdf
http://www.uu-road.com/akitenpo_katsuyou/06_r5_vision.pdf
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/n_shotengai/sakaetyoushoutenngai.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/sangyo/n_shotengai/sakaetyoushoutenngai.html


【掲載物件に係るお問合せ】

むさし住建株式会社 担当：玉置

フリーダイヤル 0120-15-6342

営業時間：10:00～17:00 定休日：水曜日

http://musashi-juken.co.jp

空き店舗物件情報 むさし住建へお問い合わせください

【物件選定に係る注意点】

・本ホームページに掲載している物件は、一般に公開している物件となるため、
お問合せ時に既に契約が成立している場合もあります（成約を確約するもので
はありませんのでご注意ください）。物件の空き状況の詳細については、不動産
管理会社担当までお問合せください。

・物件の契約状況によりホームページ掲載の物件情報を取り下げる場合があります。

お問い合わせ

《商店会に関すること》

栄町本通り商店街振興組合 （ 理事長 諸井 ）

連絡先：03(3991)0954（水曜日を除く9:00～18:00）

《支援内容（補助金）・応募手続に関すること》

練馬区役所商工観光課商工係 空き店舗担当

連絡先 03-5984-2675（平日9:00～17:00）

http://musashi-juken.co.jp/
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